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Q4.  適格請求書発行事業者の登録をするかど
うか迷うのですが……。
A４．　事業実態に合わせて判断しましょう。
　あなたが免税事業者の場合は大きな影響を受けます。ま
ず得意先から適格請求書の交付を求められるか確認し、検
討しましょう。
　登録を受けた場合は適格請求書を発行することができま
すが、消費税の申告をしなければなりません。登録を受けな
い場合は適格請求書を発行することはできませんが、消費
税の申告は不要です。
　あなたが課税事業者の場合でも、適格請求書を発行する
ためには、適格請求書発行事業者の登録をする必要があり
ます。あなたの事業が、輸出のみ、あるいは一般個人消費者
への販売のみで国内事業者への売上げがまったく生じない
といった特殊な場合を除いて、通常は適格請求書発行事業
者の登録をすることになるでしょう。

Q5. 適格請求書発行事業者の登録をするには
どうしたらいいですか？
A５．　税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提
出して登録を受けます。
　制度がスタートする 2023 年 10 月 1 日から登録を受け
るためには、原則として2023年 3月 31日までに登録申請
書を提出する必要があります。
　これまでお話ししてきたように、この制度はあなたが登
録を受けるか受けないかで、取引相手にも
影響が及びます。期限に間に合わなかった
ということにならないよう余裕を持って
検討を始め、登録するなら早めに手続きを
しましょう。（税理士　赤崎 章吉）　　


